
 
 
 

2026年度愛知県ディープテック推進事業 
「Aichi Deeptech Launchpad」 

 
 

アクセラレーションプログラム参加企業（支援先企業） 
募集要項 

 
 
 

【募集期間】 
　2026年4月23日（木）〜5月27日（水）17：00 

 
【応募フォーム】 

●​ 2026年度愛知県ディープテック推進事業「Aichi Deeptech Launchpad」プログラ
ム応募フォーム） 

●​ 本募集要項を読んだ上で、上記のフォームからご応募ください。 
 

【募集説明会】 
●​ 開催日時：2026年5月12日（火） 17:00-18:00 
●​ 開催形態：オンライン（Zoom） 
●​ 参加お申し込み：こちらよりお申し込みください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主催者】 
愛知県 

 
【事務局】 

Aichi Deeptech Launchpad 運営事務局 
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１．事業目的 
愛知県では、産業競争力を維持・発展するために、スタートアップを起爆剤とする新たなイノベー

ション創出の仕組み作りが喫緊の課題であると考え、2018 年 10 月に「Aichi-Startup 戦略」を策定し
た（2026 年3月改定）。一方、海外では時価評価額 1,000 億円以上のユニコーン企業がマーケットを
大きく変革する破壊的イノベーションを生み出し、社会実装されることによって、高成長、産業競争力

の源泉となっている。本戦略においても、イノベーションの創出を中心とするスタートアップ・エコシス

テムの形成、持続的な発展を目標としており、目標達成のためには、イノベーションの主たる担い手

であるユニコーン企業を連続的に創出し、社会実装していくことが重要である。 
本事業は、破壊的イノベーションを創出、社会課題を解決する可能性が高く愛知県の産業構造と

親和性の高いディープテックスタートアップに対して、海外展開及び資金調達を含む成長段階に応じ

た総合的な支援を実施することで、ユニコーン企業を創出する。また、県内の事業会社等との共創を

通じて新たな産業の創出を図ると共に、複数年度にわたる支援を通じてその技術を社会実装させる

ことで破壊的イノベーションによる既存市場の転換、社会課題の解決、新規市場の創出を図ることを

事業目的とする。 
 

２．支援内容・期間 
（１）支援内容 
　参加企業の課題状況やニーズに合わせ、下表を内容とする支援を実施します。②③④⑤⑥の各支援

内容の回数や程度等の詳細は、参加企業数や事業全体の効率的運営等によって事務局が決定いたし

ます。 

項目 内容 
研究開発費支

給 

あり なし 

①研究開発費と研究開

発サポート 
（「研究開発費支給あ

り」支援に採択され

た企業のみ） 

●​ 研究開発を通じた社会実装を推進する目的で社会実
装委託契約を結び、研究開発費（総額8,000万円（支
援上限4,000万円／社）、消費税・地方消費税込み）を
支援する。 

　※応募時の見積支給希望額から、金額・使途を精査​
　　して支給決定額を決める。 
※概ね2か月毎に経費執行状況の報告を求める。 
　また、公的資金活用の経験が無い、若しくは 
　少ない支援先に対しては、原則対面での個別 
　面談を実施する。 

●​ 社会実装委託契約締結後は、選定されたスタートアッ
プ分野の研究開発及びスタートアップ支援に知見を持

つ人材が研究開発の支援を行う。 

◯ × 

②多層的な支援体制

による事業成長アク

セラレーション（メンタ

リング等） 

【事務局伴走】 
●​ 事務局担当者との月次面談を通じて、事業の進捗を
アップデートすると共に、研究課題や事業全般に関する

相談機会を提供する。 
●​ （支援内容例） 

➢​事業計画の作成、見直しの伴走 
➢​成長段階別の資本政策設計、調達計画の策定 
➢​国内外VC・CVCの抽出・紹介、VC向け資料作成 
➢​NEDO等大型補助金の抽出・紹介と獲得に向けた
申請書類作成 

◯ ◯ 
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➢​ スタートアップの採用・チーム組成エキスパートに
よる助言 

 
【メンタリング（伴走型・スポット型）】 
●​ 月次面談を通じて見えた課題の解決に向け、中長期的
な戦略支援及び個別課題に応じた成長支援を提供でき

る外部のメンターによるメンタリングを提供する。 
　※メンターやメンタリング実施回数は、採択企業と 
　　随時の協議を踏まえ、事務局が決定する。 
　（メンター例） 

➢​特定の技術に知見を持つ研究者 
➢​資本政策立案支援の経験を持つファイナンスの専
門家 

➢​特定の市場やグローバルサプライチェーンに精通し
た実務家 

➢​規制、法務、ロビイングの知見を持つ専門家 
➢​マーケティング、広報の助言ができる専門家 

③愛知県産業との接

続・PoC創出支援 
②の【事務局伴走】及び【メンタリング（伴走型・スポット型】

等において、次の支援を提供する。 
●​ 県内事業会社の抽出や分析、ミートアップや個別紹介
でのマッチングを支援する。 

●​ PoC設計から量産・資本提携までの事業計画策定と実
施の伴走支援を行う。 

 
また、参加企業（過去3年の参加企業を含む）を対象に、県
内事業会社との協業による実証事業にかかる経費に対す

る支援を行う（税別100万円程度、3社程度）。 

◯ ◯ 

④海外展開支援 ②の【事務局伴走】及び【メンタリング（伴走型・スポット型】

等において、次の支援を提供する。 
●​ ターゲットとするべき催事の選定や現地での面談候補
の抽出を支援する。 

●​ 英語資料の作成、英語ピッチのトレーニングなどの渡航
準備を支援する。 

 
また、参加企業（過去3年の参加企業を含む）を対象に、国
際的なカンファレンス・現地販路開拓活動等の渡航費等経

費を支援する（税別50万円程度、8社程度）。 

◯ ◯ 

⑤HR支援 ②の【事務局伴走】及び【メンタリング（伴走型・スポット型】

等において、次の支援を提供する。 
●​ 採用計画策定、求人票・契約書作成、採用マーケティン
グ、組織構築・労務管理等についての支援 

 
また、ディープテックスタートアップに特化した人事のノウ

ハウや実務に関するセミナー受講機会を提供する。 

◯ ◯ 
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⑥ネットワーキングイベ

ントにおける発表の

機会・広報支援 

●​ 下表のミートアップ（キックオフ、中間ミートアップ、デモ
デイ）等でのピッチ登壇及びネットワーキングの機会を

提供する。 
●​ 各社の登壇、受賞やメディア掲載、そのニュースについ
て、運営事務局が有するWebサイトや関連SNSへの投
稿等により情報をより広範に発信し、各社の広報を支

援する。 

◯ ◯ 

 
 

ミートアップ 

 キックオフ 中間ミートアップ デモデイ 

目的/機能 ⚫プ︎ログラムの説明​
⚫具︎体的な支援内容や参
加の方法を説明し、参加企
業側の体制構築等の準備
をを促す 
⚫参︎加者間の交流を通した
コミュニティの機運醸成 

⚫参︎加企業と事業会社との
マッチング 
⚫参︎加企業とVC/CVCとの
マッチング 

⚫参︎加企業と全国の事業会
社やVC/CVCを含むビッグ
オーディエンスとのマッチン
グ 
⚫コ︎ミュニティのオフサイト
での交流/情報交換 
 

時期* 7月 10月 2027年2-3月 

場所* STATION Ai STATION Ai &オンライン CIC Tokyo&オンライン 

内容* プログラム紹介 
参加企業ピッチ 
交流会 
愛知県施策紹介 等 

参加企業ピッチ 
VC/CVCや事業会社から
のフィードバック 
個別商談ブース 
愛知県施策紹介 等 

参加企業ピッチ 
国内外有識者からのフィー
ドバック　等 
 

※時期、場所、内容は予定です。より効果的なプログラム実施のため変更する場合があります。 
 

（２）支援期間 
採択決定日〜2027年1月29日（金） 
（ただし、研究開発費支給の対象期間は、事務局との契約締結日〜2027年2月28日） 

（３）参加費 
無料 
※プログラム参加に伴う通信費、プログラムに使用する資料、ミートアップに参加する際　　の旅

費など、本事業への参加に当たり発生する諸費用は、各応募者において負担する。 
 
３．応募資格 

以下の全ての要件を満たす企業とする。 
●​分野：ディープテック分野​
（大学、研究機関等の独創的かつ複製困難な最先端の研究・技術分野） 

●​ステージ：プレシード・シード中心 
●​創業時期：原則創業10年以内 
●​商業登記済みであること（ただし、「研究開発費なし」の応募者は、未登記でも可とする） 
●​所在地：日本国内（愛知県内に拠点のあるスタートアップに限定しない） 
●​愛知県内産業との親和性：愛知県内で本社や研究開発等の主要拠点が存在すること又は愛知県
内に所在する企業と連携する計画のあること 

●​コンプライアンス：反社会的勢力、あるいはそれに関わる者との関与がないこと 
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４．採択件数 

5社程度 
 

５．募集の流れ・応募方法 
（１）スケジュール（予定） 

ア．募集期間 
2026年4月23日（木）〜5月27日（水） 

イ．受付締切 
2026年5月27日（水）17:00 

ウ．募集説明会 
（ア）開催日時 
　　　2026年5月12日（火） 17:00-18:00 
（イ）開催形態 
　　　オンライン（Zoom） 
（ウ）開催詳細・参加申込 
　　　Peatixによる募集説明会ページはこちら 
（エ）募集説明会の参加は、応募に際して必須ではありません。また、審査・選考の際に考慮され

るものではありません。 
エ．書類審査 

2026年6月上旬 
オ．面接審査 

2026年6月24日（水）午後（予定） 
会場：名古屋市内 

カ．採択企業決定・通知 
2026年6月下旬〜7月上旬 

キ．支援開始 
2026年7月以降（研究開発費支給あり支援は、事務局との契約締結日以降） 

（２）応募方法 
応募は基本的にGoogleフォームにてご登録いただきます。（締切 5月27日 17:00） 

ア．2026年度愛知県ディープテック推進事業「Aichi Deeptech Launchpad」プログラム応募フォー
ム 

イ．項目 
（ア）応募について 
（イ）応募者について 
（ウ）応募者の事業と技術について（資金調達計画、コア技術の概要、グローバル戦略等を含

む） 
（エ）本プログラムへの応募事業について  ※次の事項を含むファイルの提出。 

ａ．ピッチ資料 
●​①応募者の概要、②取り組む社会課題、③市場、④サービスと技術、⑤応募事業の
概要、⑥応募事業の実施体制、⑦課題・本プログラムに求める支援等が分かるスラ

イド（20枚以下）を、PPTXまたはPDF形式で作成し、応募フォームからアップロードし
てください。 

●​このピッチ資料は書類審査用です。応募フォームで入力した各項目を補足する説明
資料として、審査員に展開します。 

●​書類審査を通過した後、次の面接審査（プレゼンテーション7分＋質疑応答10分を予
定）においては、別途プレゼンテーション資料を提出いただきますので、本応募にお

いてのピッチ資料は、面接審査を意識した内容である必要はありません。 
ｂ．1分動画 
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●​書類審査をサポートする資料として、1分間程度の動画を撮影して、応募フォームか
らアップロードをお願いします。 

●​目的は、書類からは伝わりにくい応募者の人となりを審査員に伝えることにありま
す。簡潔に熱意を持ってお話する様子を録画してください。 

●​動画でお話いただく内容は、応募フォームに記載する内容を網羅する必要はありま
せん。自己紹介、事業として解決したい社会課題や産業上の課題、解決を目指すに

あたっての技術の強み、事業によって実現したい世界や未来、事業を推進するうえ

で「Aichi Deeptech Launchpad」に期待する支援など、自由にお話ください。 
●​特に、人となりや熱意を伝えるにあたっては、事業を通じて実現したい未来や解決す
る課題に向き合うようになった個人的なエピソードなどを交えていただくと、より熱意

が伝わりやすくなります。 
●​メールでの応募の場合は、動画ファイルはYouTube等にアップロードし、その視聴リ
ンクを応募書類の所定の欄に記載してください。 

ｃ．（研究開発費ありの場合）応募事業の見積書（様式の指定あり） 
●​社会実装委託契約（総額8,000万円（支援上限4,000万円／社）（税込）の研究開発
費支給）の申請を希望する場合は、応募フォームにおいて、「【経費】研究開発費支

給ありを希望する場合、支援内容とその内訳、費用概算、必要性」の項目に内容を

記載する他、見積書をアップロードしてください。 
●​見積書の様式は、所定の様式をこちらからダウンロードしてご利用ください。 
●​なお、応募フォームにおける記載では、それぞれの費目において簡潔に、特にその
支援が必要である点に重きを置いてご記入ください。 

（オ）担当者について 
（カ）その他 
Googleフォームが利用できない場合に限り、メールでの応募を受付いたします。その際の応募

書類のフォーマットはこちらからダウンロードしてご利用ください。 
メールでの提出は、事務局宛にお送りください。 
【Aichi Deeptech Launchpad 運営事務局】aichi-deeptech@googlegroups.com 

面接審査（書類審査通過企業のみ）においては、応募書類に加えて、プレゼンテーション資料（7
分のプレゼンテーションを想定）を事前提出いただきます。 

（３）審査基準 
ア．課題設定 

解決しようとしている課題は深刻な課題か、課題に対するアプローチは正しいか 
イ．技術 

高い技術力を有しているか、技術に新規性・競合優位性はあるか、技術を活用するのに必要

な知的財産は確保されているか 
ウ．市場 

対象としている市場規模は大きいか 
エ．ビジネスモデル 

競争力があり、スケールするビジネスモデルを組み立てているか、その実現性は高いか 
オ．チーム 

計画を実施するためのコアとなるチームが揃っているか、競争力のあるチームか 
カ．情熱 

計画の実現に向けて情熱を持っているか 
キ．県経済への貢献 

県内の研究機関発の技術か、県内企業と連携するなどして県経済に貢献をする蓋然性が高

いか 
 
６．研究開発費使途・使用ルール等　 
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　本プログラムにおける研究開発費は、事務局（CIC Japan Innovation Services合同会社）から「研究
開発費支給あり」の参加企業に対して社会実装業務を委託し、企業側がこれを受託する「社会実装委

託契約」を締結し、その業務を履行する形で支給する。概要は次の通り。 
（１）研究開発費対象期間 

事務局との契約締結日〜2027年2月28日（日） 
（ただし、支援対象事業に関わる本年度内に使用する研究開発費に限る。） 

（２）研究開発費使途概要 
研究開発費の使途は、支援対象事業を進めるために下記の目的に直接必要な、支援対象事業

に専用として使用する機械装置等経費、労務費、その他経費、 及び委託・共同研究費に限る（汎
用のものや支援対象事業以外にも使用するものは支援対象外）。 
●​研究開発（特許出願に係る経費や ルールメイキングに係る経費を含む） 
●​フィージビリティスタディ 
●​量産化実証（量産に向けての生産技術の開発や実証試験等を含む） 
●​海外技術実証 
●​特許出願や出願のための先行技術調査（国内･国外） 
●​ルールメイキングのための規範等の調査・形成 
●​経理責任者等の経理･検査業務及びそれらに必要となる移動等 
●​大学からの知財移転 
※ただし、採択企業に参加が求められるイベント（キックオフミートアップやミートアップ、デモデイ

等）への参加旅費は研究開発費使途対象外とする。 
（３）研究開発費使途詳細（※細目は採択決定後、別途経理マニュアルで指定） 

各費目の詳細は下記の通り 
ア．機械装置等費（研究開発目的が無く、生産のみを目的とする設備は対象外） 
（ア）土木・建築工事費  

プラント等（量産化実証に必要な生産技術の開発や実証試験に必須となる建屋等も含

む）の建設に必要な土木工事及び運転管理棟等の建築工事並びにこれらに付帯する電気

工事等を行うのに必要な経費 
（イ）機械装置等製作・購入費 

支援事業に必要な機械装置（量産化実証に必要な実証用パイロット生産設備等も含

む）、その他備品の製作、購入又は借用に要する経費 
（ウ）保守・改造修理費 

支援事業で購入したプラント及び機械装置の保守（機能の維持管理等）、改造（主として 
価値を高め、又は耐久性を増す場合）、修理（主として現状に回復する場合）に必要な経費 

※研究開発費で取得した備品は、支援期間終了後、事務局（CIC Japan Innovation Services
合同会社）を経由して愛知県へ引き渡さなければならない。ただし、当該備品について引き

続き使用したい場合（無償貸付）は、事務局を経由して愛知県と協議可能 
イ．労務費 
（ア）研究員費 

　提案書の研究開発体制に登録された支援事業に直接従事する研究者、設計者及び工員

等が、 支援対象事業の遂行のために直接従事した時間分の人件費 
（イ）補助員費 

　支援対象事業に直接従事したアルバイト、パート等の経費 
ウ．その他経費 
（ア）消耗品費 

　支援対象事業の実施に直接必要な資材、部品、消耗品費等の製作又は購入に要する経

費 
（イ）旅費 

●​ 支援対象事業を実施するため特に必要とする研究員及び補助員の旅費、滞在費、交通
費 

7 



●​ 研究者以外の者に、支援対象事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のため
の国内、海外調査に要する経費で、旅費、滞在費、交通費 

（ウ）外注費 
　支援対象事業の遂行に必要な加工・分析等の請負外注に係る経費。 研究開発要素があ
る業務を外注することはできません。 

（エ）諸経費 
　上記のほか、支援対象事業の実施に直接必要な光熱水料、会議費、委員会費、通信

料、借料、図書資料費、通訳料、運送費、関税等の経費、学会等参加費 
エ．委託・共同研究費 

支援対象事業のうち、委託契約又は共同研究契約等（以下、「共同研究契約等」と称す）に基

づき 事業会社（国内・国外）または学術機関等（国内・国外）が行う技術開発や技術実証に必要
な経費 を対象とします。当該経費の算定に当たっては、上記項目（機械装置等費、労務費、そ
の他経費）に準じて行います。 

オ．知的財産権取得に係る経費 
本事業における研究開発と密接に関連し、研究開発等の成果の事業化に当たり必要となる

知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権）の取得に要する経費であり、以下を満たす場合、支

援対象とする。 
●​支援対象事業の研究開発項目の成果を含み、事業期間内に出願が完了していること 
●​応募フォーム内の希望支援内容欄にてその内訳、費用概算、必要性、当該知的財産権の事
業戦略上の必要性を説明すること  

●​事業終了時に当該知的財産権の報告を行うこと  
●​委託・共同研究先との共同出願については、別途定めた出願契約等に記載の持分等に応じ
対象経費を計上すること 

カ．ルールメイキングに係る経費 
本事業における研究開発の成果を事業化するにあたり必要となり、かつ研究開発にフィード

バックすることを目的として、各種規制や標準・規格の調査、それらの形成・変更･維持に向けた

活動 （ルールメイキング）に要する経費であり、以下を満たす場合、支援対象とする。 
●​応募フォーム内の希望支援内容欄にて費用概算、必要性を具体的に記述すること 
●​事業終了時の実績報告書に活動結果を研究開発の方向性とともに記述すること  

キ．経理･検査業務に係る経費 
支援対象事業者が、本事業の実施体制に登録した経理責任者を中心として本事業における

経理・検査 業務を適切に実施できる体制の構築を行い、当該業務を担当する者について以下
を満たす場合、支援対象とする。 
●​「経理責任者」と「業務実施者」を任命・登録すること 
●​「経理責任者」と「業務実施者」は、本事業の研究開発業務の兼務はしない  

（４）研究開発費使用ルール（※細目は採択後別途経理マニュアルで指定） 
●​以下の経費について支払いを受けるにあたり、発注、納品、受領、検収、請求、支払を確認でき
る書類（エビデンス）、 必要理由書（当該技術・事業を 知らない人でもわかるように、平易かつ簡
潔に記載）を求める。 
○​ 50万円以上（税込）の取引（必須）  
○​その他必要に応じて説明をお願いする経費 

●​労務費以外の計上基準は「支払ベース（実績主義）のみ」とする。 
●​適切な事業進捗の把握の為に、担当者からの指示に基づいて月報及び概ね2か月毎に経費執
行状況の報告書を提出すること。 

（５）報告・検査 
社会実装委託契約を結び研究開発費の支給を受ける採択企業は、2027年3月10日（水）までに

以下の事項に関する最終報告書をご提出ください。また、別途経理マニュアルに定める定期報告

書も提出いただきます。 
●​研究開発成果 
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●​社会実装委託契約の経費の使途の詳細（不適切な使途には経費の支出が認められないことが
あります。） 
事務局は、上記の報告書のほか、現地における機械装置等の納品、及び使用状況を検査す

る。 
（６）その他 

●​公的資金活用の実績が無い、若しくは少ない支援先に対しては、原則対面の個別面談を実施し
ます。 

●​委託契約の締結にあたって、財務資料や定款などの提出など照会を行うことがあります。 
●​応募を検討する上で、2026年度経理マニュアルの配付を希望する方は、運営事務局まで電子
メールにてご連絡ください。 

 
７．応募に係る留意事項 

●​本事業に採択された全ての企業は①事務局との月次面談及び事務局の求めに応じた状況の報
告・アンケートへの回答、②本事業で実施されるミートアップへのオフライン参加・発表（2026年7
月、10月、2027年2-3月に実施予定）が必要です。 

●​応募に際してかかる経費等は、応募者ご自身の負担となります。手数料等はかかりません。 
●​応募内容に不備がある場合、審査できないことがありますのでご注意ください。 
●​応募内容の確認、追加資料のお願いなど事務局から応募者に対してご連絡することがあります。 
●​採択結果を本プログラムウェブサイトへ掲載するほか、県、及び事務局が公表します。掲載、及び
公表は、2026年7月上旬を予定していますので、採択企業各社が、採択の事実を公表する場合、
前項の公表以降に行ってください。 

●​特許の出願状況や大学等の研究機関からのライセンス契約等について、事実確認のためにエビ
デンスの提出を依頼する可能性があります。 

●​応募資料は書面審査にも使用されるものであり、資料内容によって審査が行われ、審査委員が資
料から上記の項目内容が読み取れない場合においても審査対象外となることに十分にご留意くだ

さい。 
●​未公開特許の情報や営業上の秘密などの機密情報等は応募資料へ記載しないようお願いしま
す。 

●​参加企業は、本プログラムに係る契約書、領収書、報告書等の関係書類を、2027年度以降5年間
適切に保管し、必要に応じて提出できるよう整備しておくものとする。 

８．その他 
（１）当該事業の実施見合わせ等 

事務局、支援対象企業の責に帰すことのできない事由によって、当該事業の全部または一部が

中止・中断された場合、これによって支援対象企業に生じた損害について、事務局は一切責任を

負いません。 
（２）参加申込後のキャンセル 

参加申込後、やむを得ない事情によりキャンセルされる場合は、書面をもって所定の手続きを

行ってください。なお、この場合、支援対象企業に生ずる損害について、事務局は一切責任を負い

ません。 
（３）違反による参加の取りやめ 

事務局は、支援対象企業が本要項に違反した場合、参加を取りやめることができるものとしま

す。この場合、支援対象企業に生じた損害について、事務局は一切責任を負いません。 
（４）個人情報保護 

愛知県、事務局及び事務局から委託を受けて本事業を実施する企業は、当該事業への応募に

おいてご提出いただいた支援対象企業の情報を適切に管理するとともに、当該事業のために共

有・活用します。なお、当該事業により支援する企業及び製品の情報や各種写真等については、

適宜公表しますので、予めご了承ください。 
（５）アンケート等 
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当該事業の成果把握等のため、事務局が実施するアンケートにご回答ください。また、当該事

業の終了後、定期的に、資金調達額や継続商談の状況等について、アンケートや電話等により聞

き取りする際には、ご協力ください。 
（６）Aichi Deeptechゼミへの参加（任意） 
　　　参加者を広く募り、ディープテックの事業化を学べる教育プログラムへの参加も可能です。 
　　詳細は別途連絡いたします。 
（７）規定外事項 

本要項に定めのない事項が発生した場合は、事務局、支援対象企業で協議の上、その対策を

決定するものとします。 
 

９．問い合わせ先 
Aichi Deeptech Launchpad 運営事務局: aichi-deeptech@googlegroups.com 
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